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【このガイドブックは、何のためにできたの？】【このガイドブックは、何のためにできたの？】

�

このガイドブックは、以下のようなとき、同じこども⾷堂の仲間と⼀緒に話し合うなどしながら、
取り組みを進めるのに役⽴ちます。

・新しくこども⾷堂・居場所の活動を始めるとき
・⼦どもが参加するイベント・野外活動などを計画するとき
・新しいスタッフやボランティアにオリエンテーションや研修を⾏うとき
・⼦どもとの関わり⽅について迷ったり不安になったりしたとき
・⼦どもとの安⼼安全な関わりやその環境を作りたいとき

【どんなときに使えるの？】【どんなときに使えるの？】

「こども⾷堂」は、⼦どもが⼀⼈でも⾏ける無料または低額の⾷堂。⼦どもたち
に⾷事を提供しながら、地域で⼦どもの成⻑を⽀える活動として、また⼦どもに
とっての居場所として重要性が増しています。

⼦どもにとって⼤切な居場所だからこそ、⼦どもの権利が守られる場所であって
ほしい。⽇本は1 9 9 4年に「⼦どもの権利条約」を批准していますが、⼦どもの権
利に関する認知度は低い状況です。

2 0 2 3年 4⽉から、⽇本では「こども基本法」が施⾏され
ました。この法律では、⼦どもの権利条約が定めている
ように、⼦どもを権利の主体として認め、また⼦どもの
権利条約の4つの原則 (差別の禁⽌、⽣命・⽣存・発達
の権利、⼦どもの最善の利益、⼦どもの意⾒の尊重 )が
含まれた6つの基本⽅針を定めています。特に、⼦ども
の意⾒を聴くことを重視するこの法律では、国や⾃治体
の⼦ども関連施策について、⼦どもの声を聴き反映させ
ることを、義務としています。

⼦どもとの関わりについて、「これって⼦どもにとって
はどうなんだろう？権利が守られていると⾔えるんだろ
う か ？ 」 と 考 え る き っ か け と な る エ ピ ソ ー ド か ら は じ
め、⼦どもの権利条約やこども基本法についての基本的
な考え⽅を紹介しています。
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そのほか、こども⾷堂や居場所に関わる
⼦どもやおとなが登場します。

「⼦どもなのにすごいね」「⼦どもだからで
きないよ」という声が少なくなり、⼦どもの
尊厳が守られる社会になってほしいです。
(⼩学6年⽣)※1

�

「こども⾷堂に来ている⼦ども向けアンケート」(※2)には、⼦どもたちからこんな期待の声が寄せられて
います。⼦どもの権利とも、関係がありそうですね！

あなたが来ているこども⾷堂が、もっと安
⼼する場所になるために、どうなったらよ
いと思いますか？※2

・いきぬきできるようにしてほしい 
・じゆうに友たちとあそびたい
・安⼼できるような場所にする
・あそびどうぐをふやす

休み・遊ぶ権利

・ごはんをたべさせてくれる
・おかわりが2回以上できる
・量をもう少しふやしてほしい
・もっとたべものをふやすといいとおもう

⾐⾷住などの⽣活が守られる権利

⼦どもの権利条約を授業で学んだ時、途上国
の⼦どもの問題で、⽇本の⼦どもは権利が守
られているから関係ないというような感じを
受けた。でも、⽇本の⼦どもも権利が守られ
ていないと思う、もっとちゃんと教えてほし
い。(16歳)※1

2

・気持ちをきく
・⾃分のきもちを聞いてくれる
・みんなが⾃分の気持ちを伝えあえる場所
・⾊々なこどもの考え意⾒を反映する

表現の⾃由・意⾒を尊重される権利

おむさんおむさん
とあるこども⾷堂で握られてうまれたおむすび。こども⾷堂で⼦とあるこども⾷堂で握られてうまれたおむすび。こども⾷堂で⼦
どもとおとな、それぞれの⼦どもの権利や安⼼安全に関する悩みどもとおとな、それぞれの⼦どもの権利や安⼼安全に関する悩み
や困りごとを間近で⾒て、みんなの⼒になりたいと思うようになや困りごとを間近で⾒て、みんなの⼒になりたいと思うようにな
り、知識を伝えている。り、知識を伝えている。

【このガイドブックに登場するキャラクター】【このガイドブックに登場するキャラクター】

⼦どもの権利を守るってどういうことだろう？⼀緒に考えてみよう！

◼⼦どもの権利が守られているかな∼事例を通して考える⼦どもの権利�
◼⼦どもの権利条約と4原則
◼⼦どもの権利条約とこども⾷堂
◼こども基本法
◼⼦どもの参加を促進するには
◼⼦どもの権利条約について、もっと知りたい⽅へ

【もくじ】【もくじ】

…3
…8
…1 0
…1 2
…1 3
…1 4

⼦どもたちの声⼦どもたちの声
⼦どもの権利について、⼦どもたちはどう思っているのでしょう？

※1�広げよう！⼦どもの権利条約キャンペーン作成「今こそ『⼦どもに関する基本法』の制定を！�∼広げよう！⼦どもの権利条約
キャンペーン提⾔∼」より抜粋
※２「こどもまんなか」を考えるこども⾷堂の会実⾏委員会作成「こども⾷堂に来ている⼦ども向けアンケート報告書」より抜粋

※原⽂ママ
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わー、ありがとうー！

⼦どもBさん

Bちゃんは本当にいい⼦だ
ねぇ…。そんないい⼦に
は、⾁だんごをもう1つお
まけでどうぞ！

おとなAさん

Aさんの
本⾳

Bちゃんはいつもニコニコしてい
て、⼦どもらしい⼦どもっていう感
じで、挨拶もきちんとしてくれる
し、よく⾔うことを聞いてくれるか
ら、いい⼦だなぁと思ってついおま
けしちゃったよ。Cちゃんは挨拶し
てくれないし、なんかいつもムスッ
としてる感じでね。1つしか残って
なかったから、しょうがないよ。

Cさんの
気持ち

そりゃBちゃんはいい⼦だけど…。
だからって⾷べ物をBちゃんだけ多
くするのは、えこひいき！わたし、
⾁団⼦⼤好きなのにもらえなくて残
念。Bちゃんは「いい⼦」って⾔わ
れてたけど、わたしは⾔われなかっ
たってことは、わたしはいい⼦じゃ
ないってことなのかな。それも悲し
いし、なんか傷つくなぁ。

それが最後の⼀個だったんだ、
ごめんね。
Cちゃんももっといい⼦にして
たら、今度あげるからね。

えー、Bちゃんばっかりずるい！
わたしも⾷べたい。

⼦どもCさん

⼦どもの権利が守られているかな∼事例を通して考える⼦どもの権利

ある⽇のこども⾷堂。おとなAさんが、残ってし
まった料理を⼦どもたちに追加で盛り付けようと
しているとき...。

事例1：いい⼦は得をする!?

誰かを褒めるとき、褒められてい
ない⼈の気持ちを考えたことがな
かったなぁ。親でもないおとなに
⾔われることなんて気にしないだ
ろうと思っていたけど、そうでも
ないみたい。⼦どもたちにとって
は、おとなの勝⼿な評価や判断
が、ありのままでいることを否定
するように聞こえてしまうってこ
となのか。

Aさんの
気づき

おむさんポイント

⼈間だもの、⼈の好き嫌いや、好み、気が合う・
合わないは、もちろんありますよね。ただ「いい
⼦」という、⼀⼈の⼦どもに対しての⼀⾔と、お
まけをつけることが関連して、「いい⼦」だから
優遇している、というように⾒えてしまっていな
いでしょうか。優遇されなかった⼦どもたちにと
っては「いい⼦」「いい⼦じゃない」という基準
で、差別されているように感じてしまう恐れがあ
ります。

そしてそもそも「いい⼦」って、なんでしょう
ね…？おとなの⾔うことを聞く⼦、期待されてい
ることをできる⼦がいい⼦…？

学校でも家庭でもない居場所だからこそ、⾃分を
誰かの軸で判断されたり⽐較されたりせずに、あ
りのままでいていい。それが⼦どもにとっての安
⼼安全につながるのではないでしょうか。

⼦どもの安⼼安全のために、判断・評価せずにあ
りのままをそのまま受け⽌められる。そんな態度
でおとなが接する場を⽬指しませんか。
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おとなDさん

えーなんで！来られないなら
⾔ってくれたらよかったのに。
この材料、どうしよう？

�Dさんの
本⾳

節分やひな祭りといった⾏事の体
験をあんまり家でやっていない⼦
も多いと思うから、この⾷堂では
そういうことを体験してもらいた
いんです。それで材料も奮発して
企画したのに...。なんで来てくれ
なかったんだろう...。

おむさんポイント

Dさんはよかれと思ってこのイベントを企画し
たんですよね。そういうおとなの「よかれ」、
実は⼦どもにとっては、あまり嬉しくないもの
だった、というのがこの事例です。もしイベン
トを企画するときに、⼦どもたちの⼼の声が聴
けていたら、どうだったでしょう？Dさんもそ
れを踏まえた上で、⼦どもたちと相談しながら
企画ができていたかもしれませんね。

Fさんの
気持ち

こども⾷堂は無料でご飯を⾷べさせ
てもらうから、好き嫌いは⾔っちゃ
いけない気がしているんだよね。苦
⼿なものを無理に⾷べるのも嫌だ
し、今⽇は⾏かないでおこう...。

Eさんの
気持ち

保育園で⾖まきしたとき、すごく⻤
が怖くて、それ以来⻤って本当に苦
⼿なんだよな…。どれぐらい本気な
⻤かわからないけど、⼀⼈で怖がっ
てるのを⾒られるのも恥ずかしい
し、今⽇は⾏かないでおこう...。

⼦どもFさん

わかったー。
(お寿司、苦⼿なんだよなぁ。こ
れまでそういう⽣ものは出なか
ったから来られたんだけどなぁ)

そうか、おとながせっかく企画し
てくれたからと、⼦どもたちは気
遣いをしてくれていて「ちょっと
嫌だ」とか⾔えなかったんだな
ぁ。そういうことも、すっと⾔え
るような関係性があるといいのか
もしれないけれど、限られた時間
の中で、⼦どもたちの声をどう聴
くか、難しいよなぁ...。

Dさんの
気づき

へー。
(えー...本当は、⻤怖いから
嫌なんだけどなぁ)

⼦どもEさん

次回の⾷堂は節分だから、恵
⽅巻を⾷べて、みんなで⾖ま
きをします！
怖―い怖―い⻤さんが来る
よ、みんなでやっつけよう！

⼦どもEさんもFさんも
今⽇は来られないそうです。

イベント当⽇

もうすぐ節分！季節を意識したイベントを企画し
たいとおとなDさんははりきっています。

事例2：おとなの「よかれ」は⼦どもの迷惑!?
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Hさんの
本⾳

学校で⼦どもがどういう状況でい
るかを、親が知っていた⽅がいい
と思って、でしゃばりすぎかとは
思ったんですが、電話でお伝えし
ました。⼦どもを守る責任が、周
りのおとなにはありますよね。お
⺟さんはびっくりされていたけ
ど、知ってしまった以上、伝えな
くてはと思って連絡させてもらい
ました。

その⽇の夜...

Gちゃんのお⺟さんですか？
実は...Gちゃん学校でいじめら
れているらしくって。親御さ
んにもお伝えしたほうがいい
かと思ってご連絡しました。

Gちゃん、学校でのいじめは
まだ続いている？

そして翌週のこども⾷堂

Hさん…うちのお⺟さんに
そ の こ と ⾔ っ ち ゃ っ た で
し ょ 。 な ん で ⾔ っ ち ゃ っ
た の ？ 秘 密 に し て ほ し か
っ た の に 。 勝 ⼿ に ⾔ っ て
ほ し く な か っ た よ 。 電 話
の 後 、 親 か ら 怒 ら れ ち ゃ
ったよ。

Gさんの
気持ち

学校であったこと、おうちで話さ
ないんだ。話してもいいことない
し。うちのお⺟さん忙しいのに、
Hさんから急に電話がかかってき
て、びっくりしたみたい。どうし
て家で話さないことを外で話すん
だって、なんか怒られちゃった。

Hさん、実はわたし、学校
でいじめられているの…。
最近、お友達から無視され
るようになって…。

⼦どもGさん

そうなんだね。
それはつらいね...

おとなHさん

こども⾷堂に継続して参加してくれるようになっ
た⼦どもGさん。おとなHさんも毎回参加して、顔
なじみになってきました。ある⽇のこども⾷堂
で、ご飯を⾷べた後に⽚付けをしていると...。

事例3：⼦どもの最善の利益はなんだろう？

⼼配な気持ちが先⾏して電話して
しまいましたが、Gさん本⼈に
も、他の⼈にこの話を伝えていい
かの確認をしたらよかったです
ね。⼦どもにとって最もよいこと
は何か、という観点、難しいけれ
ど、これからはそこから考えてみ
たいと思います。

Hさんの
気づき

おむさんポイント

⼦どもたちとの関係性ができてくると、いろい
ろなことを話してくれますよね。⼦どもたちが
安⼼して話せる場があることは、運営者やスタ
ッフとしては嬉しいこと。でも、そこで聞いた
ことを、本⼈の同意なしに、他の⼈に伝えてし
まうのはどうでしょう。相談された内容が深刻
なもので、⼦どもを守るためにも周りのおとな
に共有する必要があると感じた場合には、その
理由を含めて⼦ども本⼈に、誰にどこまで伝え
ていいかの同意を得てから、必要な⼈にだけ伝
えましょう。ただし、虐待の恐れや、命の危険
があると思われるようなことがある場合は、こ
れに限りません。
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おむさんポイント

家庭でもよくありそうなシーンですよね。Kさん
の気持ちにあるように、実際は、ものを取ろうと
したIさんをやめさせようとしただけだったようで
す。そのことを知らないJさんは、Iさんの話だけ
を聞いて、Kさんを叱ってしまいました。Kさんは
説明する機会すら与えられませんでしたね。おと
なのこうした決めつけは、想像以上に⼦どもを傷
つける可能性があります。双⽅の⾔い分をちゃん
と聞いて、⼦どもたち⾃⾝で解決できるようサポ
ートするのもおとなの役割です。

Kさん、ダメでしょ！
こんな⼩さい⼦に暴⼒をふるって。
そういうことする⼦はいけない⼦！

痛かったねー、Iさん。
よしよし。泣かないで。
Kさん、謝りなさい！

そうだったのですね...。つい泣い
ている⼦のほうに⽬がいってしま
って、何が起きたのかを確認せず
に、泣いていないほうの⼦が悪い
んだと決めつけて、叱ってしまい
ました。もしかしたら「ちゃんと
指導しないと」という⾃分の気持
ちが強かったのかも...。本当のこ
とが⾔えなかったKさんに「ごめ
んね」という気持ちです。

Jさんの
気づき

ウエーン！！！

⼦ども Iさん

Kさんの
気持ち

ゲームで遊んでいる途中だったの
に、⼦どもIが無理やり取りあげよ
うとしたから、やめてって腕をふ
ったら倒れちゃったんだ。押した
んじゃないのに。こんな⼀⽅的に
怒られたら本当のこと⾔えない
よ…。ちゃんと⾒ていなかったく
せに、いけない⼦とか⾔われて嫌
な感じだな…。

Jさんの
本⾳

⼦どもKさんは⼩学5年⽣、⼦ども
Iさんは⼩学2年⽣。Kさんはちょ
っと乱暴なところがあるから、注
意して⾒ていないとと思っていた
らやっぱり、という感じ。悪いこ
とをしたら謝る、という習慣づけ
もちゃんとしてあげないと。

どうしたの？

おとなJさん

ご飯を⾷べた後は、遊ぶ時間。最近は⼦どもたち
の間の交流も出てきて、年齢が違う⼦どもたちも
⼀緒に遊ぶようになりました。そんな⾷後のひと
とき...。

だって.........

⼦どもKさん

事例4：⾒えていることがすべてではない可能性

⼦どもKくんに押されて
転んだ！

.................................
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⾃分が⾷事を残すことを許されない
家庭に育ったので、嫌いなものを⾷
べない⼦どもMさんにちょっと強く
反応してしまったかもしれません。
また⾃分の中には、「ここで⼦ども
たちをちゃんとしつけないと」みた
いな考えがあったかもしれません。
でもそれよりもっと⼤事なのは、⼦
どもたちが楽しみにここに来てくれ
ることだと気づきました。嫌いなも
のにもトライはしてほしいけど、そ
れを⾷べることを強要するのは違う
なと思いました。

Lさんの
気づき

にんじん⾷べないと、⽴派なお
となになれないよ。
好き嫌い、なくさないとだめだ
よ。⾷べなさい。

あれ、Mさん、
にんじん残っているよー

おとなLさん

にんじん、嫌いなの。
残しちゃだめ？

こどもMさん

.........。
⾔うことが聞けないなら、
もうここには来なくていいよ。

えー、やだ。
⾷べたくないよ。

Lさんの
本⾳

正直、どうしても⾷べなくちゃ
いけないわけじゃないんですけ
どね…。好き嫌いがない⼦に育
ってほしいし、なんでも⾷べら
れた⽅がよいかなと思って、つ
い⾷べなさいと⾔ってしまいま
した。やだと⾔われて、またつ
い、来なくていいなんて⾔って
しまったけれど、さすがにそれ
は⾔い過ぎでしたよね…。

Mさんの
気持ち

にんじんが⾷べられなくても普
通におとなになれると思うんだ
けど。学校でも給⾷残すと微妙
だし、なんで⼦どもだけ好き嫌
いしちゃいけないわけ？わけわ
かんない。

おむさんポイント

そうですね、⾷べ物の好き嫌い、誰にでもある
ように思いますが……。こども⾷堂の⽬的を考
えたとき、⼤切にしたいのは何でしょうか？
もし、⼦どもたちが家でも学校でもない場所で
の⾷事を楽しみに来ていた場合、最後の⼀⾔は
そうした居場所を奪ってしまうことになりかね
ません。

今⽇のメニューは、カレー。⼈気のメニューだけ
ど、中には苦⼿な⼦も。お⽫に残っているにんじ
んを⾒たおとなLさんは...

事例5：好き嫌いは、直すべき？
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これまで
出てきた

5つの事例は
この4原則に
どう関係して
いるかな？

�

「⼦どもの権利条約」「⼦どもの権利条約」

「⼦どもの権利条約」は54条ありますが、その中で最も⼤切で全体に共通する4つの権利を「⼦どもの権利条約」は54条ありますが、その中で最も⼤切で全体に共通する4つの権利を
「4原則」としています。「4原則」としています。

⼦どもの権利条約と4原則(1)

差別の禁⽌(第2条)差別の禁⽌(第2条)
すべての⼦どもは、⼦ども⾃⾝や親の⼈すべての⼦どもは、⼦ども⾃⾝や親の⼈
種、性別、意⾒、障がい、経済状況などど種、性別、意⾒、障がい、経済状況などど
んな理由でも差別されず、条約の定めるすんな理由でも差別されず、条約の定めるす
べての権利が保障されます。べての権利が保障されます。

⼦どもの最善の利益(第3条)⼦どもの最善の利益(第3条)
⼦どもに関することが決められたり、⾏わ⼦どもに関することが決められたり、⾏わ
れたりする時は、「⼦どもにとって最もよれたりする時は、「⼦どもにとって最もよ
いことは何か」を第⼀に考えます。いことは何か」を第⼀に考えます。

⽣命、⽣存、発達の権利(第6条)⽣命、⽣存、発達の権利(第6条)
すべての⼦どもの命が守られ、もって⽣ますべての⼦どもの命が守られ、もって⽣ま
れた能⼒を⼗分に伸ばして成⻑できるよれた能⼒を⼗分に伸ばして成⻑できるよ
う、医療、教育、⽣活への⽀援などを受けう、医療、教育、⽣活への⽀援などを受け
ることが保障されます。ることが保障されます。

⼦どもの意⾒の尊重(第12条)⼦どもの意⾒の尊重(第12条)
⼦どもには、⾃分に関係のあるすべてのこ⼦どもには、⾃分に関係のあるすべてのこ
とについて⾃由に考えを伝える権利がありとについて⾃由に考えを伝える権利があり
ます。おとなは、その意⾒を、⼦どもの年ます。おとなは、その意⾒を、⼦どもの年
齢や成⻑にあわせて⼗分に考慮します。齢や成⻑にあわせて⼗分に考慮します。

国連は、1989年に世界中すべての⼦どもたちがもつ権利について「⼦どもの権利条国連は、1989年に世界中すべての⼦どもたちがもつ権利について「⼦どもの権利条
約」を定めました。この条約を守ることを約束した締約国・地域の数は196で、世界約」を定めました。この条約を守ることを約束した締約国・地域の数は196で、世界
で最も広く受け⼊れられている⼈権条約です。で最も広く受け⼊れられている⼈権条約です。⽇本は1994年に批准しています。⽇本は1994年に批准しています。

⼦どもの権利条約は、⼦ども(18歳未満の⼈)が権利をもつ主体であること⺬しています。おとなと同じ⼦どもの権利条約は、⼦ども(18歳未満の⼈)が権利をもつ主体であること⺬しています。おとなと同じ
ように、⼦どもが⼀⼈の⼈間としてもつ様々な権利を認めるとともに、成⻑の過程にあって保護や配ように、⼦どもが⼀⼈の⼈間としてもつ様々な権利を認めるとともに、成⻑の過程にあって保護や配
慮が必要な、⼦どもならではの権利も定めています。慮が必要な、⼦どもならではの権利も定めています。

「⼦どもの権利条約」4つの原則「⼦どもの権利条約」4つの原則

差別の禁⽌(第2条)差別の禁⽌(第2条)
(事例①)「いい⼦」を優遇してしま(事例①)「いい⼦」を優遇してしま
うことにより、気づかずに差別を⽣うことにより、気づかずに差別を⽣
んでしまっていました。んでしまっていました。

⼦どもの最善の利益(第3条)⼦どもの最善の利益(第3条)
((事例③)⼦どもに許可を得ず親に伝え事例③)⼦どもに許可を得ず親に伝え
てしまったことで、⼦どもと親とのてしまったことで、⼦どもと親との
関係性が悪くなり、本⼈の気持ちを関係性が悪くなり、本⼈の気持ちを
害することになってしまいました。害することになってしまいました。

⽣命、⽣存、発達の権利(第6条)⽣命、⽣存、発達の権利(第6条)
(事例⑤)⾷べ物の好き嫌いがあった(事例⑤)⾷べ物の好き嫌いがあった
り、わがままを⾔う⼦も、こども⾷り、わがままを⾔う⼦も、こども⾷
堂に来れなくなってしまったら、あ堂に来れなくなってしまったら、あ
たたかな交流や栄養のある⾷事なたたかな交流や栄養のある⾷事な
ど、⼼⾝の成⻑にとっての⼤切な機ど、⼼⾝の成⻑にとっての⼤切な機
会を失ってしまうかもしれません。会を失ってしまうかもしれません。

⼦どもの意⾒の尊重(第12条)⼦どもの意⾒の尊重(第12条)
イベントを企画したが⼦どもがどうイベントを企画したが⼦どもがどう
したいか聞かなかった(事例②)、⼦したいか聞かなかった(事例②)、⼦
どもに聞かずに決めつけて叱ってしどもに聞かずに決めつけて叱ってし
まった(事例④)など、きちんと⼦どまった(事例④)など、きちんと⼦ど
もの声を聴いていれば避けられたかもの声を聴いていれば避けられたか
もしれない状況が⽣まれています。もしれない状況が⽣まれています。
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⼗分に知られていない⼗分に知られていない⼦どもの権利条約⼦どもの権利条約

Q.⼦どもの権利条約を知っていますか？Q.⼦どもの権利条約を知っていますか？

⼦ども

おとな

内容までよく知っている 内容について少し知っている

聞いたことがない名前だけ聞いたことがある

聞いたことがないおとなが聞いたことがないおとなが約4割約4割

8.9 24.0 35.5 31.5

42.940.7

(単⼀回答)(単⼀回答)

%%

%%

⼦どもの権利条約
認知度 

こども基本法
認知度 

N=10000

N=10000

くわしく知っている 知っている 聞いたことがある 聞いたことはない

30.9% 59.3%

61.5%29.8%7.3%

8.1%

1.7%

1.4%

⼦どもは、権利をもつ⼈(ライツホルダー)です。⼦どもは、権利をもつ⼈(ライツホルダー)です。そそ
の権利を保障する／権利を実現していく⼈(デューの権利を保障する／権利を実現していく⼈(デュー
ティーベアラー)は、⾏政に関わる国家公務員・地ティーベアラー)は、⾏政に関わる国家公務員・地
⽅公務員などです。⽅公務員などです。

そして、私⽴・公⽴学校の教職員、スクールソーシそして、私⽴・公⽴学校の教職員、スクールソーシ
ャルワーカーなど教育分野の⼈たち、児童相談所、ャルワーカーなど教育分野の⼈たち、児童相談所、
⼀時保護所の職員といった福祉分野の⼈たちだけで⼀時保護所の職員といった福祉分野の⼈たちだけで
なく、なく、わたしたち⼀⼈ひとりも⼦どもの権利が守らわたしたち⼀⼈ひとりも⼦どもの権利が守ら
れた活動をしていかなければなりません。れた活動をしていかなければなりません。

知られていない「⼦どもの権利条約」 知られていない「⼦どもの権利条約」 

⼦どもの権利条約と4原則(2)

2023年の調査(※２)2023年の調査(※２)では、では、⼦どもの権利条約について「聞いたことがない」と答えた⼦ども(10歳∼⼦どもの権利条約について「聞いたことがない」と答えた⼦ども(10歳∼
18歳)は６割18歳)は６割にものぼっていて、にものぼっていて、⽇本では知られていないのが実情です。⽇本では知られていないのが実情です。

出典：(※１)セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン「3万⼈アンケートから⾒る⼦どもの権利に関する意識」(2019年)(※２)⽇本財団 こども1万⼈意識調査出典：(※１)セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン「3万⼈アンケートから⾒る⼦どもの権利に関する意識」(2019年)(※２)⽇本財団 こども1万⼈意識調査
報告書 (2023年)報告書 (2023年)

2019年に、おとなと⼦どもに対して⾏われ2019年に、おとなと⼦どもに対して⾏われ
た調査(※１)では、⼦どもの権利条約につた調査(※１)では、⼦どもの権利条約につ
いて「聞いたことがない」と答えた⼦どもいて「聞いたことがない」と答えた⼦ども
が約3割、おとなは約4割にのぼるという結が約3割、おとなは約4割にのぼるという結
果が出ました。果が出ました。⼦どもの権利条約をおとな⼦どもの権利条約をおとな
が知らないが知らないということが、調査から明らかということが、調査から明らか
になりました。になりました。

「⼦どもの権利」については、以下のような誤解がよくあります。 「⼦どもの権利」については、以下のような誤解がよくあります。 

①⼦どもの権利を⼦どもに教えたら、⼦どもがわがままになる？①⼦どもの権利を⼦どもに教えたら、⼦どもがわがままになる？
権利を知ること⾃体が⼦どもの権利です。⽣き、育つために⼤事なことを知る権利を知ること⾃体が⼦どもの権利です。⽣き、育つために⼤事なことを知る
ことと、わがままになることは違います。ことと、わがままになることは違います。

②⼦どもの権利は、義務をはたしてはじめて与えれられる？②⼦どもの権利は、義務をはたしてはじめて与えれられる？
権利は与えられるものではなく、はじめから⼦どもが持っているものであり、権利は与えられるものではなく、はじめから⼦どもが持っているものであり、
義務を果たすこととは関係ありません。義務を果たすこととは関係ありません。

14.22.2

⼦どもの権利条約における

ライツホルダー
(権利がある⼈)

⼦ども(18歳未満)＋(その保護者)

デューティーベアラー
(権利保障の義務のある者)

国、⾃治体と、そこで働く⼈

9
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あらゆる暴⼒から守られる権利あらゆる暴⼒から守られる権利

⼦どもには、親などから暴⼒を⼦どもには、親などから暴⼒を
ふるわれたり、ひどいことをさふるわれたり、ひどいことをさ
れたりしない権利がある。れたりしない権利がある。

こども⾷堂において、⼦どもに対する暴⼒
(暴⾔など含む)がふるわれないことはもち
ろん、⼦どもが暴⼒にさらされていること
がわかった際には、⼦どもを守るために動
く必要もあります。セーフガーディングを
組織として取り⼊れておくことも、⼦ども
を暴⼒から守る具体的な⽅法です。

第19条

まずは、「⼦どもたちにこんな権利がある」と知ることから始めてみましょう。「⼦どもまずは、「⼦どもたちにこんな権利がある」と知ることから始めてみましょう。「⼦ども
の権利条約」について、４原則のほか、特にこども⾷堂に関係が深い条⽂を紹介します。の権利条約」について、４原則のほか、特にこども⾷堂に関係が深い条⽂を紹介します。

主な権利は次のものがあげられます。主な権利は次のものがあげられます。これらの権利をこども⾷堂で守るためには、運営者これらの権利をこども⾷堂で守るためには、運営者
さんが抱え込むのではなく、⾏政や専⾨機関に相談することが⼤切だと思います。さんが抱え込むのではなく、⾏政や専⾨機関に相談することが⼤切だと思います。

⼦どもにはプライバシーがあり、家族関⼦どもにはプライバシーがあり、家族関
係、⾃宅、電話やメールなどについて、係、⾃宅、電話やメールなどについて、
むやみに⼲渉されない権利がある。むやみに⼲渉されない権利がある。
また名誉や信⽤を傷つけられない権利もまた名誉や信⽤を傷つけられない権利も
ある。ある。

⼦どもにも、プライバシーが守られる権利
があります。こども⾷堂にいる間に得られ
た⼦ども⾃⾝の情報や写真の取り扱いなど
について、⼦どものプライバシーに配慮す
る必要があります。

プライバシー・名誉の保護プライバシー・名誉の保護第16条

⼦どもには、親が働けなくなったり病気⼦どもには、親が働けなくなったり病気
になったりして⽣活に困ったときは、国になったりして⽣活に困ったときは、国
から⽀援を受ける権利がある。から⽀援を受ける権利がある。

⽣活が苦しい家庭の⼦どもが⽣活が苦しい家庭の⼦どもが
国から⽀援を受ける権利国から⽀援を受ける権利

第26条

⼦どもには、情報や考えを受け取ったり⼦どもには、情報や考えを受け取ったり
伝えたりする⾃由がある。伝えたりする⾃由がある。

こども⾷堂も、⼦ども⾃⾝が表現をする
場のひとつとなり得ます。⼀⼈ひとり違
う⼦どもの表現を、受け⽌められる場に
なっていますか？⼦どもたちは⾃分を表
現できていますか？

第13条 表現の⾃由表現の⾃由

⼦どもの権利条約とこども⾷堂(1)

1 0

※以下の条⽂の表現は、認定NPO法⼈ACE作成「⼦どもの権利条約：⼦どもにやさしいバージョ※以下の条⽂の表現は、認定NPO法⼈ACE作成「⼦どもの権利条約：⼦どもにやさしいバージョ
ン」から掲載しています。ン」から掲載しています。

⼦どもたちが⽣活に困っているとき、⽀
援することは国の責任でもあります。⼦
どもの権利を保障するために、国や⾃治
体が⽤意している制度があります。こど
も⾷堂でも、情報提供や⾏政への相談な
どを通じ、⽣活への⽀援を受ける権利が
守られるようにすることができます。
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⼦どもには、休んだり、遊んだり、スポ⼦どもには、休んだり、遊んだり、スポ
ーツや⽂化・芸術活動をしたりする権利ーツや⽂化・芸術活動をしたりする権利
がある。がある。

学校、部活、塾、バイト、家事などで
「休む時間が⾜りない！」という⼦ども
もいるかもしれません。あなたの関わる
こども⾷堂は、⼦どもが休んだり遊んだ
りできる場になっていますか？

休み、遊ぶ権利休み、遊ぶ権利第31条

⼦どもには、教育を受ける権利がある。⼦どもには、教育を受ける権利がある。
少なくとも⼩学校では教育のためのお⾦少なくとも⼩学校では教育のためのお⾦
をとってはならず、それ以降もできるだをとってはならず、それ以降もできるだ
けお⾦をとらないようにしなければいけけお⾦をとらないようにしなければいけ
ない。学校での決まりは、⼦どもをひとない。学校での決まりは、⼦どもをひと
りの⼈間として尊重し、⼦どもの権利をりの⼈間として尊重し、⼦どもの権利を
守るようなものでなければいけない。守るようなものでなければいけない。

例えば校則も、⼦どもの権利条約の考え
⽅に沿ったものばかりとは⾔えません。
こども⾷堂で⼦どもたちから学校への不
満が聞かれたとき、⼦どもの権利の観点
から話を聞いたり、⼦どもたちと⼀緒に
考える機会にしたりするのもいいかもし
れません。

教育を受ける権利教育を受ける権利第28条

⼦どもには、経済的に不当に利⽤された⼦どもには、経済的に不当に利⽤された
り、⼼やからだによくない危険な仕事、教り、⼼やからだによくない危険な仕事、教
育にさしつかえるような仕事をさせられた育にさしつかえるような仕事をさせられた
りしない権利がある。りしない権利がある。

危険な仕事や害のある仕事から危険な仕事や害のある仕事から
守られる権利守られる権利

18歳未満の⼦どもの権利が奪われるような
労働は「児童労働」とされています。働い
て良いのは原則義務教育を終えてから、ま
た16歳以上で働いても良い年齢でも、18歳
未満は深夜は働いてはいけない等、労働基
準法で18歳未満の⼦どもを守るためのルー
ルが定められています。⽇本社会で課題と
なっている児童労働には、特殊詐欺の出し
⼦や受け⼦などの犯罪に⼦どもが使われた
り、いわゆる性産業で働くことや、重機な
どを⼯事現場で扱うことなどがあります。
こうした危険有害な児童労働から⼦どもは
守られる権利があります。

第32条

⼦どもの権利条約とこども⾷堂(2)

1 1

他にも…他にも…

などの権利があります。などの権利があります。
ぜひ、⼦どもの権利条約の全⽂をぜひ、⼦どもの権利条約の全⽂を
読んでみてください。読んでみてください。

適切な情報を得る権利適切な情報を得る権利

第14条

第15条

第17条

第22条

第23条

第24条

第30条

第33条

第34条

⾃由に考えたり⾃由に考えたり
宗教を信じたりする権利宗教を信じたりする権利

グループを作ったりグループを作ったり
デモや集会をしたりする⾃由デモや集会をしたりする⾃由

難⺠の⼦どもが守られ難⺠の⼦どもが守られ
⽀援を受けられる権利⽀援を受けられる権利

障がいのある⼦どもが障がいのある⼦どもが
尊厳ある⽣活を送る権利尊厳ある⽣活を送る権利

できるだけ健康でいる権利できるだけ健康でいる権利

マイノリティ(少数者)・先住⺠のマイノリティ(少数者)・先住⺠の
⼦どもの権利⼦どもの権利

⿇薬など⼼に悪い影響を与える⿇薬など⼼に悪い影響を与える
ドラッグ(薬)から守られる権利ドラッグ(薬)から守られる権利

性暴⼒から守られる権利性暴⼒から守られる権利



こども基本法 �

ポイント4 国がこども基本法や⼦どもの権利条約を知らせることも宣⾔！�
(第⼗五条�：国は、こども基本法や⼦どもの権利条約の趣旨や内容を広報して知らせ、理解を得るよう
努める)

これから各⾃治体では、これまでバラバラに作られていた⼦どもの貧困対策や育
成に関する⽅針をまとめて「こども計画」を作る動きが増えていくよ。そして、
それを作るためにも⼦どもの意⾒を聴くための仕組みの検討がはじまるはず。
こども⾷堂に来ている⼦どもたちの意⾒もちゃんと聴いてもらえるように、サポ
ートできることはありそうかな？

�

ポイント１ 「国がこどもの権利を守る」と明⾔！
(第⼀条：⼦どもの権利条約の精神にのっとって、こどもの権利擁護を図る)

「こども基本法」の重要ポイント「こども基本法」の重要ポイント

2023年4⽉に「こども基本法」が施⾏されました。⼦どもの権利に関する
包括的な法律が、初めて作られました。同時に作られた「こども家庭庁」
が、こども基本法に書いてあることを実⾏する責任を持ち、政府が定めた
「こども⼤綱」に従って、こども施策を実施していきます。こども家庭庁
は「こどもまんなか社会」＝すべてのこども・若者が⾝体的・精神的・社
会的に幸福な⽣活を送ることができる社会をめざしています。

こども基本法

「こども基本法」「こども基本法」

ポイント２ 基本理念に⼦どもの権利条約の4原則が反映！
(第三条：詳しくは以下 ※1) 

ポイント３ 国や⾃治体が⼦どもに関する政策を作る時には、⼦どもの意⾒を
聴いて、反映させることが「義務」に！
(第⼗⼀条：国・地⽅公共団体は、こども施策にこどもの意⾒を反映するための措置を講ずる)

※⼦どもの権利条約では「⼦ども」＝18歳未満、と定義していますが、こども基本法では、「こど
も」＝「⼼⾝の発達の過程にある者」となっていて、年齢を定めていません。(第⼆条)

こども施策は、6つの基本理念をもとに⾏われます。こども施策は、6つの基本理念をもとに⾏われます。

すべてのこどもは⼤切に育てられ、すべてのこどもは⼤切に育てられ、
⽣活が守られ、愛され、保護される⽣活が守られ、愛され、保護される
権利が守られ、平等に教育を受けられること。権利が守られ、平等に教育を受けられること。

年齢や発達の程度により、年齢や発達の程度により、
⾃分に直接関係することに意⾒を⾔えたり、⾃分に直接関係することに意⾒を⾔えたり、
社会のさまざまな活動に参加できること。社会のさまざまな活動に参加できること。

すべてのこどもは⼤切にされ、すべてのこどもは⼤切にされ、
基本的な⼈権が守られ、差別されないこと。基本的な⼈権が守られ、差別されないこと。

11

22

33

すべてのこどもは年齢や発達の程度に応じて、すべてのこどもは年齢や発達の程度に応じて、
意⾒が尊重され、こどもの今とこれからにとって意⾒が尊重され、こどもの今とこれからにとって
最もよいことが優先して考えられること。最もよいことが優先して考えられること。

⼦育ては家庭を基本としながら、そのサポートが⼦育ては家庭を基本としながら、そのサポートが
⼗分に⾏われ、家庭で育つことが難しいこどもも、⼗分に⾏われ、家庭で育つことが難しいこどもも、
家庭と同様の環境が確保されること。家庭と同様の環境が確保されること。

家庭や⼦育てに夢を持ち、家庭や⼦育てに夢を持ち、
喜びを感じられる社会を喜びを感じられる社会を
作ること。作ること。

44

55

66

出典：(※１)こども家庭庁Webサイト出典：(※１)こども家庭庁Webサイト「こども基本法」のページ「こども基本法」のページより引⽤より引⽤
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https://www.cfa.go.jp/policies/kodomo-kihon


こども基本法
�

◆「この⼦は○○な⼦」と格付けしないでほしい◆「この⼦は○○な⼦」と格付けしないでほしい
∼ちょっとした⾔葉で傷つくし、悲しくなるから∼∼ちょっとした⾔葉で傷つくし、悲しくなるから∼

◆⼦どもの意⾒をすぐに却下しないでほしい◆⼦どもの意⾒をすぐに却下しないでほしい
∼話すことが楽しくて、話すうちに発⾒することもあるから∼∼話すことが楽しくて、話すうちに発⾒することもあるから∼

◆話を聞いて、しっかりアドバイスしてほしい◆話を聞いて、しっかりアドバイスしてほしい
∼⼦どもだけでできないことも、⼀緒に考えてほしいから∼∼⼦どもだけでできないことも、⼀緒に考えてほしいから∼

◆そして、もしもの時、危ない時、⼦どもにはできない時には、◆そして、もしもの時、危ない時、⼦どもにはできない時には、
⼦どもを助けて⽀えてほしい⼦どもを助けて⽀えてほしい
∼だって安⼼して活動をしたいから∼∼だって安⼼して活動をしたいから∼

◆基本は⼦ども！⼦どものことを信じて、できることは任せてほしい◆基本は⼦ども！⼦どものことを信じて、できることは任せてほしい
∼⼦どもができることまでおとながやってしまうと、⼦どものためにならないから∼∼⼦どもができることまでおとながやってしまうと、⼦どものためにならないから∼

⼦どもの参加を促進するには

◆「あれしなさい」「これしなさい」と命令するのはやめてほしい◆「あれしなさい」「これしなさい」と命令するのはやめてほしい
∼⾃分たちで考えることが楽しいから∼∼⾃分たちで考えることが楽しいから∼

こども基本法ができる前から、様々な場で⼦どもたちの意⾒を聴いて⾏政に取り
⼊れる活動や、⼦どもが中⼼となった活動は⾏われています。

そんな活動を⼀緒に担うパートナーとして、⼦どもたちからおとなへのリクエス
トとして出てきたのが、⼤阪府泉南市で⾏われている⼦ども会議の当時メンバー
が作成した「⼦どもが考える『こども参加イベント』の秘訣」です。

⼦どもが考える「こども参加イベント」の秘訣⼦どもが考える「こども参加イベント」の秘訣
―おとなの⼈へ�6つのお願いー―おとなの⼈へ�6つのお願いー

作成：2015年度泉南⼦ども会議メンバー
出典：「地⽅⾃治と⼦ども施策」全国⾃治体シンポジウム2023�⼩⾦井 P.272
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こども基本法 �⼦どもの権利条約について、もっと知りたい⽅へ

教材【世界の⼦ども権利かるた:みんなで知ろう!
わたしたちのチャイルドライツ】�

甲斐⽥万智⼦�(監修)
認定NPO法⼈C-Rights(シーライツ)

http://www.c-rights.org/

書籍【きみがきみらしく⽣きるための⼦どもの権利】
甲斐⽥�万智⼦�(監修)
林�ユミ�(イラスト)

�認定NPO法⼈C-Rights(シーライツ)
http://www.c-rights.org/

教材【⼦どものけんり なんでやねん！すごろく】
⼦どもの権利条約関⻄ネットワーク

https://kodomonokenrikansai.wixsite.com/network

Webサイト【知ろう！⼦どもの権利条約
⼦どもの権利条約カード付ハンドブック】�

認定NPO法⼈フリー・ザ・チルドレン・ジャパン
https://ftcj .org/we-movement/childrights

動画【知ろう！⼦どもの権利条約】
認定NPO法⼈フリー・ザ・チルドレン・ジャパン

(ショートバージョン 2分16秒)
https://youtu.be/jgERwJIV_eo

Webサイト【こどものケンリ ⼤⼈もこどもも、知っ
ておきたい話】

公益社団法⼈セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン
https://asuno-compass.savechildren.or. jp/child-

r ights/learning_kit/

Webサイト【広げよう！⼦どもの権利条約キャンペーン】
随時⼦どもの権利に関する情報・イベント等を発信中

https://crc-campaignjapan.org/
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(ロングバージョン 6分02秒)
https://youtu.be/pc1ZerIvH8k

書籍【こども基本法 こどもガイドブック】
編：フリー・ザ・チルドレン・ジャパン

挿絵：まえだ�たつひこ
認定NPO法⼈フリー・ザ・チルドレン・ジャパン

https://ftcj .org/archives/40955

http://www.c-rights.org/
https://www.amazon.co.jp/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=%E7%94%B2%E6%96%90%E7%94%B0+%E4%B8%87%E6%99%BA%E5%AD%90&text=%E7%94%B2%E6%96%90%E7%94%B0+%E4%B8%87%E6%99%BA%E5%AD%90&sort=relevancerank&search-alias=books-jp
https://www.amazon.co.jp/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=%E6%9E%97+%E3%83%A6%E3%83%9F&text=%E6%9E%97+%E3%83%A6%E3%83%9F&sort=relevancerank&search-alias=books-jp
http://www.c-rights.org/
https://kodomonokenrikansai.wixsite.com/network
https://ftcj.org/we-movement/childrights
https://youtu.be/jgERwJIV_eo
https://asuno-compass.savechildren.or.jp/child-rights/learning_kit/
https://asuno-compass.savechildren.or.jp/child-rights/learning_kit/
https://crc-campaignjapan.org/
https://youtu.be/pc1ZerIvH8k
https://ftcj.org/archives/40955
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